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Ⅰ 平成 23 年度学校法人東北公益文科大学主要事業と実施状況 

主 要 事 業 実 施 事 業 

Ⅰ【中期計画関連】 

１ 教育の質の向上 

（１） カリキュラムの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）きめ細やかな教育の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.  人材育成像すなわち「地域をリードする国際的地域人材」、及び人材像を育成するために必要な

力（創造力・企画力、リーダーシップ、国際感覚、コミュニケーション力・発信力）を平成 23 年度の大

学総合パンフレットに掲載し、教職員及び高校生等に周知した。 

２． 基礎から専門段階的に修得できるカリキュラムの見直しを学部全体及び各コースにおいて行い、カ

リキュラムのスリム化の検討を行った結果、平成 24 年度～平成 27 年度において廃止すべき科目は

11 科目、平成 24 年からの新設科目は 7 科目である。 

３．平成 24 年度に向けて各コースの人材育成像に基づいた履修モデルを作成し、シラバスに掲載する

ことにより、コースの基礎から専門段階的に科目を履修するほか、平行して横断的に科目を選択して

学び、公益社会の実現に向けたカリキュラムを作成している。 

４． 国際化に伴い語学（英語・中国語）を充実させ、特にコミュニケーション力を養うため、平成 24 年度

の入学生から 3 年次必修とした。 

 

 

１． 文章表現力及びプレゼンテーション力を育成するため、複数の「公益自由研究」クラスの合同発表

会を開催し、学生及び教員より意見並びにコメントがだされ、学生への教育向上を進めている。 

２． 教員・職員研修会（FSD）を月に 2～3 回、毎月開催し、平成 23 年度入学者激減の解析、キャリア

支援の現状と課題、大学の売り、科目における育成するべき力（スキル）の身のつけ方、リメデイアル

教育の実情、過去 11 年間の入学時の学業レベル・退学及び就職状況・国家試験合格率・教員職員

免許状取得数などの推移変化等を教職員が共通認識し、教職員一体となって大学の魅力作りのた

めの確認を行っている。 

３． 平成 24 年度からきめ細やかな教育のひとつとして、ポートフォリオを導入したアドバイザリー制度を

立ち上げるため、ＦＳＤでの検討を含めて、準備を進めた。 

４. 平成 24 年度のアドバイザリー制度の実施に向け、前期試験の成績を担任から配布し、面談を行



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 

 

（３）ＦＤ活動及び授業評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い、学生の学力向上に向けて指導を開始している。    

５．学生の基礎学力向上のために学習支援センター設置の検討を行った。 

６．平成 24 年度から学生カルテ及び学生のデーターベース作成実施のため、教務委員会、学生委員

会、学生相談室及びキャリアセンターより情報を収集し準備を進めた。 

７. 4 年生卒業調査を行い、平成 24 年より教員の教育力の質及び学生の学力向上等に反映させる。    

 

１． 月 2～3 回、毎月 FSD を開催し、教職員の魅力ある大学作りへの意識改善を図っている。以下に

開催した内容のテーマを記した。 

  ・  6 月 8 日  本大学の教育力向上を目指して（副学長） 

  ・  6 月 15 日  平成 23 年度受験生及び入学生の数の減少の解析に基づく今後の教育の進め方に

ついて（入試課長） 

  ・  7 月 13 日  キャリア支援の現状と課題（キャリアセンター長） 

  ・  7 月 20 日  ハラスメントを防止するために（副学長） 

  ・  8 月 10 日  カリキュラムに基づく教育方法の見直しについて（教務委員長） 

  ・  9 月 1 日  平成 23 年度大学後援会総会意見交換会 

  ・ 10 月 12 日  大学の売りについて（学部長） 

  ・ 10 月 19 日  大学の初年時教育のあり方について 

～リメデイアル教育科目 2 ヵ年の取組を通して～（リメデイアル部会長） 

  ・ 10 月 26 日  パワーハラスメントについて（副学長） 

  ・ 11 月  9 日 キャリア支援と面接指導のありかた（外部講師） 

・ 11 月 16 日  専門演習のありかたについて（学長） 

・ 11 月 30 日  過去 11 年間の入学状況、退学状況及び就職状況について（学部長） 

・ 12 月 14 日  国際基督教大学の教学改革と学生学習意識調査（国際基督教大学副学長） 

・  1 月 18 日  次年度からの教育改革について～授業におけるスキル育成～（教務委員長） 

  ・  2 月 15 日  ポートフォリオの活用について（教務委員長、キャリアセンター長） 

  ・  2 月 15 日  アドバイザリーの役割・業務を考える 

             (1) 初年次教育の視点から    （教務委員長） 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 

 

 （４）キャリア教育・進路支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）大学院修士・博士課程のカリキュラム再

構築 

 

             (2) 学生の成績推移の視点から （教務副委員長） 

  ・  3 月 16 日  教育力向上について～GPA の高い学生と低い学生の対応～ 

 

３．授業アンケートを実施し、この結果を教員に反映して授業の改善を図っている。平成 23 年度より紙

媒体からメールで学生が入力する方法に切り替えた。    

 

キャリア教育においては、1年次「キャリア入門」、2年次「キャリアと人生」、3年次「就職セ

ミナー」や「インターンシップ」など低年次から継続的にキャリア科目を配置するとともに課外

講座である「進路の時間」を開講し、学生の進路に向けた意識の高揚を図り就職に関する知識や

技能のスキルアップに務めた。 

 学生の就職支援のため各種の事業を展開した。 

・就職アドバイザーや教職員等による企業訪問活動の実施 

・学生の進路相談、模擬面接やエントリーシート添削等の実施 

・学内における合同企業説明会の開催  

・東京や仙台等における合同企業説明会への学生送迎バスの配車 

・就職試験対策として「就職筆記試験講座」、「ホームヘルパー講座」等の開講 

・3年生全員との進路に関する個別面談の実施  

・面接対策強化講座の開講  

・3年生の保護者を対象とした保護者就職懇談会の開催  

・月 2回のキャリア開発センターニュースの発行等の広報活動の展開 

・就活に必要な就職手帳の作成、配布  

・就職内定した学生による就活サポーター活動の展開 

  ・ハローワークとの月 2回の情報交換会の開催 

  

平成 23年度から、教員・大学院生原則全員参加とする基礎演習「公益社会デザイン」を修士 

課程に開講し、自らの専門や研究テーマを「公益を実現する社会のあり方」という広いテーマに 

位置づけ、周辺分野の知見を柔軟に取り入れながら、問題解決を図ることができる人材を育成す 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 （６）大学院・学部の連携強化 

 

 

 

 

 

 ２ 研究活動 

（１） 研究活動推進のための仕組の構築 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 研究成果の社会還元 

 

 

 

 

 

 

 （３）公益総合研究センターの活動状況 

るためのカリキュラムの構築を図った。また、学部科目の一部を修士課程の「自由科目」に指定 

し、修得した場合に修士課程の単位として認定されるようにして、社会人学生の学びなおしや、 

専門以外の科目への導入を強化した。 

 

平成 23年度から、学部科目の一部を修士課程の「自由科目」に指定し、修得した場合に修士 

課程の単位として認定されるようにして、学部科目と大学院科目との連携を強化した。また、学

部生に向けて、大学院生の研究報告会への参加を呼びかけたほか、大学院棟に設置した情報教室

（酒田キャンパスと同じシステム）の利用案内を行うなどして、大学院の認知度および鶴岡キャ

ンパス利用率の向上を図った。 

 

 

 教員の研究費である基礎研究費、奨励研究費を、それぞれ「研究の芽を出し、仮説設定のレベ 

ルまで引き上げる」「オリジナルな仮説を設定し、その検証可能性を確認する」と段階的にステ 

ップアップする形式に再構築した結果、本学教員を研究代表者（または単独）とする科学研究費 

補助金の交付決定件数が、平成 23年度は 7件（新規 4件、継続 3件）と、前年度を大きく上回 

る成果を上げた。また、修士課程に新設した基礎演習「公益社会デザイン」を教員・大学院生原

則全員参加とし、大学院生だけでなく教員同士においても研究活動についての意見交換が活発化

される環境を整備した。 

 

平成 23年 12月 3日（土）と 10日（土）に、それぞれ山形（遊学館）と酒田（公益ホール） 

で研究成果報告会（創立 10 周年記念シンポジウム）を開催した。大震災をふまえ、全体テーマ

を「災害に強い地域づくりを目指して」とし、教員 6名が報告を行ったほか、教員の研究紹介ポ

スターの展示も行った。山形会場は 70名強、庄内会場は 100名弱の参加者があり、アンケート

回答者も 68 名に上った。このほか、公益総合研究センターの各研究プロジェクトでも、公開研

究会やシンポジウムの開催、報告書の発行などを通して、積極的に研究成果の社会還元を図った。 

 

平成 23 年度から、公益ビジネス研究プロジェクト、ニュージーランド研究プロジェクトのほ



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 

 ３ 地域（社会）貢献 

 （１）地域（社会）との連携活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かに、環境プロジェクト（科学技術振興機構社会技術研究開発センター委託研究開発プロジェク

ト）、庄内プロジェクトについてもセンターの所管とし、異なる研究分野の教員の共同研究を活

発化させ、地域の様々な課題に対処し得る体制を整えた。 

（センターの具体的な活動については、事業報告書Ⅱ－9に記載。） 

 

 

大学における地域や企業との窓口機能を強化するため「ヒアリングシート」を作成。それに基

づき、社会のニーズと大学の役割のマッチングを図った。 

 企業等との連携については、日本政策金融公庫・山形県との連携《社会起業家育成研究会》、

山形県農村工業農業協同組合連合・山形県漁業協同組合との連携《あごだしプロジェクト》など

のプロジエクトを実施した。 

 

《社会起業家育成研究会》 

東北公益文科大学・日本政策金融公庫・山形県が協働して立ち上げた「社会起業家育成研究 

会」が主催し、「社会起業家」を育成、支援していくことを目的にした連続講座を開催した。

平成 20年度から開講し、3年目になる２３年度は「身近な生活から生まれる社会起業」をテー

マに講座を展開。今回はプレ講座として鶴岡市と山形市でも開講した。（全１２講実施）その

ほか、社会起業を支援する制度についての情報提供や、講座修了生の交流会も実施。講座を受

講した学生のビジネスプラン全国発表をはじめ、実際に起業に至った修了生なども誕生し、一

定の成果は挙がってきている。 

《あごだしプロジェクト》 

  平成２１年度に認定を受けた「農商工等連携事業計画」の代表者であるＪＡ山形農工連、山 

形県漁協、連携参加者である東北公益文科大学の三者による連携事業。公益大では「とび魚だ 

しプロジェクト」チームとして活動してきた。２２年度からは「公益社会演習」の授業科目と 

しても活動。２３年度の活動内容としては、とび魚だし作りの現場を視察するほか、トビウオ 

の生産地である酒田市飛島で実際にトビウオ漁や加工の現場も体験。東京・山形・宮城等のフ 

ードフェスタで PR活動を兼ねたマーケティング調査を継続するとともに、商品開発も行い、 
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庄内浜伝道師（地元の料理人など）の協力のもと「SKTバーガー」「SKTドック」の販売試行

も行った。 

 

平成２３年度は、市民向けへの公開講座《公益教養プログラム FORUM２１》を教員の研究成

果の発表と位置づけ「教員紹介シリーズ」として展開した。 

また平成２３年度、学生の課題意識が助成金採択につながった事業には《日本財団採択事業》、

学生の意見に重要視した委託事業には《鶴岡市委託事業》等があり、学生の研究助成での活躍が

多様に見られた。 

平成２３年度の新規事業（新規採択）としては、地域の子どもたちへの科学教室《子ども夢基

金採択事業「かずのふしぎ しぜんのふしぎ」》、鶴岡市加茂地区自治会振興会と協働した《庄内

景観回廊 加茂地区活性化事業》がある。学生と教員が参画し「加茂マップ」を作成した。 

そういった学生の研究・活動を学外で発表する場として、酒田市と山形市で学外発表会《公益

大ウィーク in山形２０１２》を開催。両日で学生約８０名・教員１５名が参加し、プレゼンテー

ションや模擬授業等を展開。学生と地域の共創活動についてのシンポジウムも行った。 

  

《日本財団採択事業》 

  平成２２年度日本財団助成事業から継続して「小学生のための実践授業『公益学をはじめよ 

う』の実施と公益コミュニティサポーターの養成」を採択。２３年度は「公益社会演習」とし 

て実施するとともに、教員３名と学生３名による「koekikids プロジェクト（ｋｋｐ）」チー 

ムを結成し、活動してきた。 

２３年度は、大学生による実践授業(酒田市立浜田小学校・酒田市立浜中小学校)と、小学校 

教員・保護者を交えた勉強会を実施。地域全体で公益的視点の養成、公益活動の支援を育む土

壌を作るための検討を行った。２３年度のまとめとして、学生が編集した「公益の授業のため

のノウハウブック」と、教員が編集した一般向けの「ノウハウブック」の 2冊を作成した。ま

た小学生のみならず、高校生への授業も検討するため、慶應義塾大学 SFC、高知県立大学等、

他大学の学生との情報交換も行い、指導法の検討と発信を行った。 
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《鶴岡市委託事業》 

  昨年度に引き続き鶴岡市グリーンツーリズム推進協議会から委託事業「鶴岡市子ども農山漁 

村交流プロジェクト事業『地域資源調査』」を受託。鶴岡市温海地区を中心にフィールドワー 

クを行い、学生の目線で資源調査を行った。23年度は、昨年度の結果を基に小学生向けセカン 

ドスクールでの体験授業カリキュラムを試行した。行政・地域住民・グリーンツーリズム 

推進員など、さまざまな聞き取り調査を実施する中で、新たな課題の抽出も行った。事業の 

すべてに学生が深く関わり、行政・地域の方からも評価の高い事業となった。 

 

《子ども夢基金採択事業「かずのふしぎ しぜんのふしぎ」》 

小学生向けに科学の面白さ、科学に対して熱心に取り組む体験講座(全 10講)を行った。何度 

も自分で繰り返すことができる簡単なプログラムを通して、仮定が正しいかどうか、あるいは

原理を導くことができるかどうか、など納得するまでやりぬくことの面白さを伝えることを目

標とした。事業の中で、学生からアシスタントティーチャーとして小学生の実験指導に参加し

てもらい、本学学生への教育としての効果も見られた。 

 

《庄内景観回廊 加茂地区活性化事業》 

山形県の条例である庄内景観回廊の認定を受けている鶴岡市加茂地区で、景観を活かした地 

域づくりについて、地域の方と一緒に学生と教員が取り組んだもの。山形県と鶴岡市の働きか

けもあり、先進地視察、地域資源の再発見などのワークショップを行い、教員と学生がファシ

リテーターとなり事業を進めた。２３年度は最終的に地図にまとめる作業までを行い、「加茂

地域資源マップ」として発行することができた。 

 

 

《公益大ウィーク in山形２０１2》 

  昨年度に続き酒田市と山形市で学外発表会を実施。内容は地域共創センターが２３年度にか 

かわってきた事業の中から、各プロジェクト担当の学生が中心となり発表した。両日とも個別 

入試相談会も開催。発表に先駆けてパネル展示も実施した。 
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 （２）他大学や高等学校等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 組織・財務 

 （１）組織・人員体制の検討 

 

 

 

今後の地域共創を考えるパネルディスカッションにはプロジェクトを発表した学生も参加。ゲ

ストの助言もあり、会場全体での議論が行われた。 

  (庄内会場) 開催日及び会場：2月 25日(土) 酒田市総合文化センター 

         パネリスト： 渡辺一馬氏(仙台市ワカツク代表) 

  (山形会場) 開催日及び会場：3月 4日(日) 山形市遊学館 

        パネリスト： 木村晴壽氏(松本大学教授) 

 

他大学との連携状況は以下の通り 

協定書調印年月日 大学名 

平成 16年 4月 大学コンソーシアムやまがた 

平成 21年 5月 29日 テンプル大学ジャパンキャンパス 

平成 21年 10月 5日 関西学院大学大学院経営戦略研究科 

平成 22年 5月 26日 東北林業大学 

平成 22年 9月 14日 ティーズサイド大学社会未来研究所 

 

高等学校の連携状況は以下の通り 

協定書調印年月日 高等学校名 

平成 19年 12月 19日 山形県立置賜農業高等学校 

平成 20年 3月 7日 山形県立酒田商業高等学校 

平成 22年 4月 16日 山形県立鶴岡中央高等学校 

 

 

 教員体制については、１２月理事会で決定した大学改革プランにより平成２４年度に学科改編

の具体的な検討を行うことから、平成２３年度末退職の担当教員（６名）の科目担当後任人事は、

行わず、英語担当教員１名を補充採用した。また、職員体制について、平成２４年度に向け、大

課制や所掌事務の見直しを行い、退職職員１名を不補充とし、契約職員も３名の減員とした。 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

（２）教職員の評価制度等の導入検討 

 

 

（３） 財務内容の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【創立１０周年記念事業関連】 

 １ 給付型奨学金の充実 

 （１）寄附募集活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員評価制度案の検討をすすめ、１２月理事会の大学改革プランに実施する旨が明記された。

今後、導入に向け具体的な作業に入る。 

 

 私立大学の最大の財源となる学生納付金について、平成２３年度新入学生が定員を大きく割り

込む１５３名であったことが響き、前年度より７千２百万円減少の６億３千４百万円となり、完

成年度以降最低額となった。これを受け、５月と１２月に全ての経費について見直しを行い、期

末勤勉手当支給月を昨年度の２分の１に抑え人件費を削減したことをはじめ、その他管理系経費

についても節減を図り、収入面でも受託事業等の外部資金獲得を促進するなどの対応を行った。

その結果、ほぼ当初予算編成時の収支となったが、減価償却額を含む単年度の経営状況を示す消

費収支計算書では最終的に５億８千万円の支出超過となっている。 

この状況を真摯に受け止め、私立大学として健全な経営を進めていくため、大学改革を具体的

に進め、学生納付金の確保とコスト意識の徹底を図っていく。 

 

 

 

本学は平成 22年度に創立 10周年を迎え、平成 21年度から平成 23年度までの 3年間、創立

10周年記念事業の１つとして給付型奨学金基金造成のための寄附募集を行った。平成 23年度は、

平成 21年度及び平成 22年度に引き続き寄附募集趣意書（以下、「趣意書」という。）を本学と関

係する個人及び法人等に送付、または、持参等により募集活動を行った。 

 また、給付型奨学生の学生生活を紹介した印刷物「給付型奨学生の声」を作成し、配布及び本

学ホームページ上に掲載した。 

 さらに、平成２３年度税制改正により、一定の要件を満たした学校法人に対して個人が寄附を

行った場合、従来の所得控除に加え、寄附者の選択により新たに税額控除の適用を受けられるよ

うになった。本学はその要件を満たしていたため、文部科学省に対して申請を行い、本学に対し

て個人が寄附を行った場合、所得税の税額控除を受けることが平成 23年 1月 1日以降の寄附に

遡って認められるようになった。このことも周知し寄附募集活動を行った。 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東北公益文科大学後援会及び会員 

 平成 21年度及び平成 22年度に続き、後援会様からのお申し出によりご寄附をいただいた。ま

た、後援会の個人会員様約 300名、法人会員様約 250事業所に趣意書を送付し寄附を募集した。 

 

・公翔会（東北公益文科大学同窓会）及び会員 

 平成 23年 5月 12日に同窓会様よりご寄附をいただいた。当日は、同窓会長様、役員様が来学

され受贈式を行い、併せて同窓会役員様、事務局様と学長の懇談を行った。当初は平成 22 年度

卒業式・修了式当日を予定していたが、東日本大震災の影響により延期していた。 

 また、同窓会会員様に趣意書を送付し寄附を募集した。 

 

・保護者（在学生及び新入生） 

 保護者様には、授業料の案内送付時等に趣意書を同封し寄附を募集した。 

 

・商工会議所及び商工会 

 東日本大震災の影響で中断していた、山形県庄内地区の各商工会の訪問を再開した。その結果、

商工会様から直接ご寄附をいただいたり、趣意書の送付による寄附募集にご協力をいただいたり

することができた。 

 

・山形県内に本店を置く金融機関 

 平成 22 年度に引き続き、山形県内に本店を置く金融機関４行それぞれが、東北公益文科大学

創立 10 周年記念定期預金を募集し、その募集フライヤーにおいて本学寄附募集を紹介いただい

た。 

 

・本学取引先等 

 本学取引先等のうち、平成 24年 3月初旬の段階でまだご寄附をいただいていない約 140事業

所に、趣意書を送付し、寄附を募集した。 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）奨学金の給付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 地域貢献研究プロジェクト 

 （１）地域貢献研究プロジェクトの実施 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

 本学内外で講演会等を行った際、配布資料に趣意書も含めた。 

 本学教員に対する派遣依頼の承諾を送付する際、趣意書を同封し寄附を募集した。 

 本学の施設等を賃貸しした団体に寄附を募集した。 

 本学役員及び評議員並びに教職員及び退職した教職員に趣意書等を配布等し寄附を募集した。 

 

本学は平成 21 年度より給付型奨学生制度を実施している。平成 21 年度採用者は 2 名、平成

22年度採用者は 4名、平成 23年度採用者は 6名である。平成 23年度は、計 12名に奨学金の給

付を行った。給付の状況については下記のとおり。 

 

月額 8万円 × 3名 × 12ヶ月 ＝ 288万円 

月額 6万円 × 2名 × 12ヶ月 ＝ 144万円 

月額 4万円 × 7名 × 12ヶ月 ＝ 336万円 

 

以上、12名に対して年間 768万円を給付した。 

尚、平成 24年度については、新たに 2名の奨学生を採用し、計 14名に対して奨学金を給付する

予定である。 

 

 

庄内の発展とそのための課題解決に対し、地域の大学として今後どのような取り組みを行うべ

きかを分析・検討するべく発足した「庄内プロジェクト」では、庄内地域の若手リーダー10数名

に対し、フォーカスグループインタビューを実施し、地域や大学に対してどのような思いを持っ

ているのか、地域課題についてどう考えているのかなどを伺い、その結果を分析した。また、公

益ビジネス研究プロジェクトでは「まちづくり」「被災者のケア」、ニュージーランド研究プロジ

ェクトでは「震災復興対策」、環境プロジェクトでは「森林バイオマスなどの再生可能エネルギ

ー」など、地域の課題解決につながる研究テーマに取り組んだ。 



主 要 事 業 実 施 事 業 

 

 ３ 鼎談事業の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度より、創立１０周年記念事業の一環として、『安心・安全の公益実現社会を目指

して』、『グローバル経済における地域活性化』をテーマに東北の未来に向けた針路を探る鼎談「東

北復権」全１０回の企画を実施している。国内外の第一線で活躍する方、東北地方で活躍する方

と本学黒田学長の三者で鼎談を行い、内容を河北新報紙面、本学ホームページに掲載。平成２３

年度はその最終としてシンポジウムを実施した。当初、平成２２年度中での実施を予定していた

が３月の東日本大震災もあり、特別シンポジウムという形で平成２３年度での実施となった。 

 

回 実施日 テーマ及び鼎談者 

河北新報 

紙面掲載

日 

第 10回 5月 31日 

シンポジウム 

テーマ「東日本大震災と東北経済 再生への視点」 

水野 和夫氏（内閣府政策統括官） 

西山 圭太氏（株式会社産業革新機構執行役員） 

増田 寛也氏（株式会社野村総合研究所顧問） 

見並 陽一氏（東日本旅客鉄道株式会社常務取締役） 

一力 雅彦氏（株式会社河北新報社代表取締役社長） 

 

7 月 4日 
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